
14 第1部　企業法務総論

第１章　　概説・企業法務総論の全体像

企業法務に関する企業内協働部
門

〈企業法務の全体像・総論〉

組織論（ハードウェア）

オペレーション論（ソフトウェア）

バグの処理・対応

企業倫理・CSR等の非法

務活動（疑似法務活動）と

の概念整理

経営トップ

諮問機関

監視・監督機関

法務責任者

法務スタッフ

顧問弁護士

関係外部機関

オペレーション

法令・倫理一体説

法令・倫理区別説

アセスメント・
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フェーズ
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ネットトラブル対策
法務
・関係法令
民法、民事保全法、不正
アクセス禁止法、刑法、
プロバイダ責任制限法
・キーワード
発信者情報開示、名誉棄
損、不正アクセス、相場
操縦、フィルタリング、マ
スコミ対応

非欧米国際法務
・関係法令
中国における行政性法
規、中国会社法（公司
法）、シャリア法、外為法、
ニューヨーク条約
・キーワード
イスラム金融、三角債、
L/C、キャッチオール規
制、第三国仲裁、安全保
障貿易管理、外国公務員
贈賄防止指針、国際ファ
クタリング

倒産・再生法務
・関係法令
民事再生法、会社
更生法、破産法、会
社法、ADR法、産
活法
・キーワード
私的整理、DIP型
会社更生、否認権、
詐害行為、新設分
割、特定調停

M&A法務
・関係法令
会社法、独占禁止
法、租税法、労働契
約承継法、産活法
・キーワード
合併、事業譲渡、株
式譲渡、MB O、
TOB、LBO、デュー
ディリジェンス、買
収防衛策、ライツプ
ラン、スクイーズア
ウト、会社分割、ア
クティビストファン
ド、株式買取請求

反社会的勢力
　対応法務
・関係法令
暴対法、刑法、会社法、民
事保全法
・キーワード
反社会的勢力、指定暴力
団、フロント企業、暴力追
放運動推進センター、中
止命令、告訴、利益供与、
ブラックジャーナリスト、
暴力団排除条項、面談禁
止等の仮処分

債権管理・
回収法務
・関係法令
民法、商法、民
事執行・保全
法、仮登記担
保法、工場抵
当法等、破産
法
・キーワード
公正証書、担
保、債権譲渡、
相殺、代理受
領

〈企業法務の全体像各論〉

会計・税務
関連法務
・関係法令
会社法、金商
法、租税法
・キーワード
企業会計原
則、税務会計、
租税回避、否
認、事前照会
制度、IFRS、
企業組織再編
税制

カネ＝ファイナンス法務
・関係法令
民法、会社法、利息制限法、金商法、債
権譲渡特例法、工場抵当法、資産流動
化法
・キーワード
SPV、資産流動化、匿名組合、社債、イ
ンサイダー取引、DIPファイナンス、
通貨オプション取引、金融ADR

チエ＝知的財産法務
・関係法令
特許法、著作権法、不正競争防止法、
意匠法、商標法、個人情報保護法
・キーワード
無効審判、営業秘密、共同開発、パテ
ント・プール、職務発明、均等論、個人
情報漏洩企業組織の整備・運

営法人として組成し、
統治体系を整え、組
織体として運営

企業内に蓄積され
た付加価値（商品
在庫あるいは未実
現収益）を実現

売掛金債権を
現金に転化

企業の各取引を会
計の側面から記
録・認識し、さら
に一定の会計期間
で区切って決算・
報告・納税を行う

欧米国際法務
・関係法令
米国・EUにおける個別
法、UCC、インコターム
ズ等民間作成の規定
・キーワード
FOB、国際合弁、言語選
択、管轄、タックスヘイブ
ン税制、移転価格税制、
準拠法、管轄、仲裁、承認
執行、ITC、EU競争法、
ジョイントベンチャー、
Force Majeure

企業がサイバー空間におい
て匿名の第三者から誹謗中
傷といった攻撃を受けて企業
価値を毀損させられる状況

企業が指定暴力団やその関
係団体や関係企業から攻撃
を受ける状況

企業が「ヒト・モノ・カネ・
チエの総体である企業そ
のもの」を取引対象とす
る取引を行う状況

企業が破綻状態に陥り、
解体・清算したり、ある
いは法的手続その他を
経て再生する状況

企業の解体・再生 M&A 第三者による企業への攻撃 国際取引

現実空間

非欧米

経営資源の調達・活用

ガバナンス
法務
・関係法令
会社法、金商
法（ 日 本 版
SOX法）
・キーワード
内部統制、種
類株式、機関
設計、経営判
断の原則、代
表訴訟、総会
対策、プロキ
シーファイト、
スクイーズア
ウト

フェーズ1
フェーズ2
フェーズ3
フェーズ4

１
Ａ

１
Ｂ

２
Ａ

２
Ｂ

３
Ａ

３
Ｂ

４
Ａ

４
Ｂ

【フェーズ1】アセスメント・環境整備
　・1Ａ：法令管理　
　・1Ｂ：文書管理
【フェーズ2】経営政策・法務戦略
　・2Ａ：経営サポート法務
　・2Ｂ：戦略法務
【フェーズ3】予防対策
　・3Ａ：契約法務
　・3Ｂ：コンプライアンス
【フェーズ4】有事対応
　・4Ａ：民商事争訟法務
　・4Ｂ：不祥事対応法務

サイバー
空間

欧米

モノ＝調達・製造法務
・関係法令
民法、商法、PL法、JAS法、食品衛生法、
環境法制、リコール関係法令、下請法
・キーワード
製造物責任、品質管理、原産地偽装、
リコール、品質法務

ヒト＝労働法務
・関係法令
労働基準法、労働契約法、労働組合法
・キーワード
解雇、アウトソーシング、残業、偽装
請負、労働審判、労働組合 企

業
内
に
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
と
い
っ
た
付
加
価
値
を
在
庫
等
と
し
て
蓄
積

消費者法実務
・関係法令
特定商取引
法、消費者契
約法、割賦販
売法、景品表
示法、消費者
保護条例
・キーワード
消費者団体、
不当表示、ク
ーリングオ
フ、社名公表

独禁法実務
・関係法令
独占禁止法、
下請け法、不
正競争防止
法、外為法
・キーワード
カルテル、価
格拘束、入札
談合、課徴金、
リーニエンシ
ー、公正取引
委員会、企業
結合規制、フ
ランチャイズ

営
業
活
動
の
成
果
と
し
て
企
業
内
付
加
価
値
（
商
品
在
庫
あ
る
い
は
未
実

現
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益
）か
ら
売
掛
金
債
権
等
と
し
て
転
化
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（１）様々な活動を含む企業法務

　ここからは、現代のビジネス活動を支援するにふさわしい企業法務活動に

ついて述べていきます。

　企業法務とは、企業経営に関わる法律業務全般を指しますが、活動理念や

具体的活動内容、社外専門家との協働の要否等は扱う分野によって、大きく

異なります。

　例えば、他企業との取引や提携等を法務面から支援するという活動の場

合、契約自由の原則が働くため、いかに交渉優位を勝ち取り、合意内容の書

面化の段階で自己の要望を契約書に反映させるか等、徹頭徹尾、功利的・戦

略的対応が求められます。

　また、許認可取得の是非を巡る行政機関との折衝や不当な行政指導等へ対

応する場合であっても、営業の自由（憲法22条１項）の観点から、不当な行

政指導等に対しては、企業の正当な主張が展開できるよう法律技術面から支

援しなければなりません。

　他方、社内に企業の法令違反行為に起因する不祥事の萌芽が存在する可能

性については厳しく目を光らせるとともに、役員・従業員個人の暴走が企業

組織全体の危機に波及しないよう、内部統制システムを適正に構築し、厳格

に運用しなければなりません。

　契約事故・企業間紛争や企業の法令違反行為に起因する不祥事が訴訟等に

発展した場合は、社外専門家である弁護士と協働し、必要な主張や証拠シス

テムを適正に構築・整理し、裁判所等に対して効果的なプレゼンテーション

〈多様な企業法務活動〉

状況 求められる企業法務活動

他企業との契約 契約自由の原則の下、徹頭徹尾、功利的・
戦略的対応が求められる

許認可取得の是非を巡る行政機関との折
衝や不当な行政指導等への対応

営業の自由（憲法22条1項）の観点から、
企業の正当な主張を展開

企業内の企業の法令違反行為に起因する
不祥事の予防

不祥事予防のための適正な内部統制シス
テムの構築と厳格な運用

契約事故・企業間紛争や企業の法令違反
行為に起因する不祥事が訴訟等に発展し
た場合の対応

社外専門家である弁護士と協働し、紛争
解決機関に対して効果的なプレゼンテー
ションを行い、企業にとって有利な解決
を勝ち取る
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をすることにより、判決なり和解なりの形で企業にとって有利な解決を勝ち

取る活動を行います。

　このように、一言に「企業法務」といっても、企業活動の全ての分野に関

わり、多様な活動理念と活動内容を内包しています。

　広汎で複雑な活動を含む企業法務の整理・体系化ですが、以下、

　「法務組織の体制構築（Ａ）」、

　「各法務活動（法務オペレーション）の分析・整理（Ｂ）」、及び

　「『非法務活動（疑似法務活動）の概念整理（概念区分）』による法務活動の

定義外延の明確化（Ｃ）」、

という視点を用いて、整理をしつつ述べていきます。

　これは、コンピューティングに喩えるなら、

　「法務組織の体制構築（Ａ）」とは「企業法務活動を担うハードウェア構成

をどうするか」

という議論であり、

　「各法務活動（法務オペレーション）の分析・整理（Ｂ）」とは「ハードウェ

アがどのようなソフトウェアを実装し、どのようなシステムオペレーション

を行わせることによって、企業の法務ニーズを満たしていくべきか」

という議論であり、

　「『非法務活動（疑似法務活動）の概念整理（概念区分）』による法務活動の

定義外延の明確化（Ｃ）」とは「発見されたバグのようなものをどう評価し、

どう処理すべきか」

という議論、ということになります。

広汎で複雑な企
業法務活動を整
理・体系化する
際の視点

組織面（ハードウェアの構成）…（Ａ）

活動面（システムオペレーションの構成）…（Ｂ）

非法務活動との区別（バグの処理）…（Ｃ）
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（2）法務組織の体制構築（A）

　まず、法務組織についてですが、企業法務を担当するのは、法務部や法規

室等の企業内法務セクションと顧問弁護士だけと思われがちですが、企業法

務を担うのはこれらの部門・人員だけに限りません。

　企業法務は、企業の生死を決する重要な機能であり、経営トップが直接判

断すべき事項も多く、トップやトップを補佐すべき機関の役割も非常に重要

です。

　加えて、企業法務活動展開の上では、依頼部門（例えば、法務相談を持ち込

む事業部や製品部）や協働部門（例えば、契約の財務・税務に関わる部分につい

て協働して解決にあたる財務部門や経理部門）との連携や、他の専門家（監査

法人や税理士、弁理士等）との協議・調整も欠かせません。

　本書では、企業法務を組織面で考察するにあたり、以上のように企業法務

活動の担い手（企業法務活動を担うハードウェア）とその機能・役割を広い視

点からみていきます。

（3）各法務活動（法務オペレーション）の分析・整理（B）

　企業法務に要求されるミッションをオペレーション（具体的活動）面から

考察しますと、企業法務活動が、単に契約書のチェック、顧問弁護士（契約

法律事務所）へ委任した訴訟案件の管理（争訟法務）だけにとどまらないこ

とが理解認識されます。

　それでは、企業法務活動として行うべき多種多様の活動を、分析・整理し

ていきます。

　おおまかにフェーズ解析をしますと、法務活動は、

①　アセスメント・環境整備フェーズ（フェーズ１）

②　経営政策・法務戦略構築フェーズ（フェーズ２）

③　予防対策フェーズ（フェーズ３）

④　有事対応フェーズ（フェーズ４）

の４段階に区分されます。

　この４段階のフェーズ区分にしたがって、以下、各フェーズにおいて想定

される法務活動を概観していきます。
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①　アセスメント・環境整備フェーズ（フェーズ１）

　（Ⅰ）　法令管理（フェーズ１A）

　リスク管理活動の一種である企業法務においては、まず個別の法務

活動を十全に展開する前提として、適正なリスクアセスメントを行う

ことが重要です。

　すなわち、法令や規制環境の把握・管理が必要になります。

　具体的には、企業活動に関わる法令・通達・条例のほか、裁判例や

実務面での取扱慣行に関する情報の収集・整理が求められます（法令

管理あるいは法令調査）。そして、このような情報は、企業ごとや企業

の属する事業段階ごとによっても異なりますので、各企業の法務セク

ションや顧問弁護士（契約法律事務所）が意識的に収集・整理し、日々

の法務活動に利用できる状態に置く必要があります。

　また、法令や規制環境の調査・情報収集・整理といった規範の管理

に加え、法が「具体的事実を前提に、これを特定の規範にあてはめ

て、特定の法的効果が生じるか否かを観察する」というロジックに立

つ以上、規範にあてはめるべき具体的事実、すなわち、「個々の企業

活動がどのような状況になっているか」という点のアセスメント（事

実調査）も必要になる場合が出てきますが、このプロセスも法務の重

要なオペレーションを構成します。今後問題が発生しそうな事案や、

新しいプロジェクトに関しては、関係書類を精査してビジネスゴール

や状況把握に努めるとともに、時には、法務スタッフがオン・サイ

ト・スタディー（実地調査）を行う必要も出てきます。

　（Ⅱ）　文書管理（フェーズ１B）

　「法務活動の前提環境を整備する」という法務活動の中には、法令

管理に加え、文書管理というものもあります。

　契約書が適正に保存管理されるべきことは当然として、定款、議事

録、許可証、登録証などの重要法務文書の管理も重要な法務活動の一

環です。

　すなわち、これら法務文書は、紛争発生時の証拠として活用される

ことを想定して、一定の歴史的事実を正確に記したものであり、これ

を利用する可能性が最も高いのが法務セクションであるからです。
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　そして、文書管理上の最大のリスク、すなわち「所在分散による紛

失事故」を予防する意味でも、重要法務文書は法務セクションにおい

て集中した原本管理がなされるべきです。

　仮に法務セクションが原本管理をしない場合であっても、保管部門

に対して適切な管理指導を行うことは「法務部の重要な支援活動の一

つ」と位置づけられます。

②　経営政策・法務戦略構築フェーズ（フェーズ２）

　（Ⅰ）　経営サポート法務（あるいは提言法務・提案法務）（フェーズ２A）

　経営サポート法務とは、一般に企業経営上の重要な意思決定におけ

る立案・審議（経営政策や経営意思決定及び重要な事業企画の立案・審

議）に参加し、企業の意思形成過程に関わる法律業務、法的知見を提

供し、各ビジネスジャッジメントに合法性・合理性を確保させるため

の法務活動を指します。

　なお、企業法務セクションが遂行するこのような活動を「戦略法

務」と呼称する論者もいるようです。

　しかし、法務スタッフが経営意思決定にオブザーバーとして参画し

たり、事業企画を検討する場で提案したりする活動を「戦略法務」と

定義づけるのは、「戦略」という言葉が有する「徹底した競争優位を

指向し、ときに相手を出し抜くことも辞さない」とのニュアンスにそ

ぐわないと考えられます。

　そこで、本書では、後述のとおり「戦略法務」については「規制不

備（法の不備や盲点、さらには行政機関による運用不備や特異な業界慣行

により生じた事業機会）を見つけ出し、競争優位確立のためにこれを

積極的に利用する法務活動」として定義づけることとし、上記のよう

な法務活動は「経営サポート法務」と定義します。

　前世紀においては、企業にとっては、監督官庁こそが、法制定者で

あり、法執行者であり、紛争解決機関であり“神様”でした。監督官

庁と緊密な関係さえ保っていれば、そもそも違反自体を逐一指摘され

ることはありませんでしたし、万が一違反が明るみになっても、監督

官庁が「何とかしてくれる」という状況にあったのです。

　この時代、「企業の意思決定における合法性や合理性の確保」とい



21第1章　概説・企業法務総論の全体像

う課題達成との関係では、法務スタッフや社内弁護士の知見を前提に

経営意思決定をすることではなく、「何でも監督官庁によく相談する」

ことこそが重要だったのです。

　実際、昭和や平成初期において、金融機関が新しい金融商品を開発

しその合法性に疑義が生じたときに相談に行く先は、法務部でも顧問

弁護士でもなく、旧大蔵省銀行局（現金融庁）でした。

　しかしながら、護送船団行政システムが終焉を迎え、徹底した規制

緩和が行われ、監督官庁は「法を制定し、解釈し、運用し、紛争を解

決するオールマイティの神様」から、法令を執行するという単純な役

割（とはいえ、これが本来の役割ですが）に留まることになりました。

　ここで、企業の法務上の負荷が増大しました。

　「これまで気軽に経営意思決定の合法性に関する問題を相談できた

“神様（＝監督官庁）”」が神殿の奥に引っ込んでしまい、自前で法務部

（さらには社内弁護士）を増強し、自らのリスクとコストで法令を調べ

させ、法務の知見を採取しながら、さらに心配であれば面倒な事前照

会制度（ノーアクションレター）を活用するなどして、経営意思決定

をしなければならなくなったのです。

　このような時代の変化もあり、「法務部の役割は、事件処理（臨床

法務）や契約法務（予防法務）だけでは足りない。法的知見を提供し、

経営政策や経営意思決定や事業企画に際して、これら経営判断に合法

性・合理性を確保させる法務活動こそが重要だ」といわれるようにな

り、経営サポート法務（提言法務・提案法務。論者により「戦略法務」）

というプラクティスが確立するようになったのです。

　（Ⅱ）　戦略法務（規制不備状況の積極利用）（フェーズ２B）

　前述のとおり、「戦略法務」の定義や内容については、論者によっ

て内容が異なり、相当混乱がみられます。

　論者によっては、「戦略法務」を、「経営戦略に法の知見を活用する

法務活動」と捉えて、本書でいう「経営サポート法務（提言法務・提

案法務）」を指す場合もあるようです。

　しかしながら、本書においては、前述のとおり「戦略」という言葉

における「徹底した競争優位を指向し、ときに相手を出し抜くことも
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辞さない」というアグレッシブなニュアンスを重視し、「戦略法務」

を「規制不備状況を積極的に利用するような法律技術」と定義するこ

ととします。

　すなわち、現代型法務活動として、「『規制不備、すなわち、法の不

備や盲点、さらには行政機関による運用不備や特異な業界慣行により

生じた事業機会』を俊敏に捉え、法務上の知見を戦略的・意識的に活

用することで、競争相手を出し抜いたり、他業種へ参入したり、従来

の暗黙のルールや商慣行を打破する事業展開を行いながら、企業の競

争優位を確立していくようなプラクティス領域」が発展・確立されて

きました。

　もちろん、このようないわば“あざとい”法律の活用法は、ライブ

ドアや村上ファンドの事例にみられるように、（法律的非難とは別次元

の）社会的非難を誘発し、全体としての企業価値を低下させたり、無

用な敵を増やしてしまい、事業運営における有形無形の障害・妨害を

発生させたり、と思わぬリスクを生じることもあります。

　しかし、「自らの利益を最大化するため、法律が許容する範囲で、

ありとあらゆる選択肢を探し出し、営利を追求する」というのは企業

本来のあるべき姿ですし、少なくとも、「聞いたことがない」「従来の

慣行に反する」「世間が許さない」「行政に対してそういう態度をとる

と“江戸の仇を長崎で討つ”といった報復をされる」という不明な理

由を持ち出し、合理的で有益な選択肢であるにもかかわらず、「端か

ら除外し、検討すら忌避する（あるいは検討する努力を放棄する）」な

どということは、「法的知見をもって企業の営利活動に奉仕する」と

いう目的を担う企業法務のあり方として極めて不健全です。

　したがって本書では、「戦略法務」を肯定的に捉え、議論の対象と

していきたいと思います。

　なお、このようなアグレッシブな法活用戦略は、「公言すると、か

えって企業の評判を落としかねない」という要素もはらんでいます。

　そのため、戦略法務を積極的・意欲的に活用する企業は、どの企業

も、戦略の詳細を秘匿するか、IR等で開示する際も本来の意図や狙

いとは違った表記によって事実上仮装隠蔽し、社会的な非難・批判を
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かわそうとします。

　このようなことから、戦略法務の実態は、極めて把握が困難であ

り、その研究が遅れ、いまだ定義の混乱を招いている状況となってい

ると考えられます。

　本書においては、採取可能な情報やデータに加え、筆者が様々な事

案遂行経験の過程で獲得した知見に基づき、なかなか実態が把握でき

ない「戦略法務」を整理体系化し、その内容を解明していきたいと思

います。

〈経営政策・法務戦略構築フェーズ（フェーズ２）における法務活動〉

法務活動の種類 法務活動の概要 備考

【フェーズ２A】
経営サポート法
務（企画法務・
提言法務・提案
法務）

経営政策や経営意思決定や事
業企画の立案に際して、法的
知見を提供し、各ビジネスジ
ャッジメントに合法性・合理
性を確保させるための法務活
動

・経営サポート法務を「戦略法務」と呼称する論
者もおり、定義付けのレベルで混乱がみられる
・「戦略」という言葉が有する「徹底した競争優
位を指向し、ときに相手を出し抜くことも辞さ
ない」とのニュアンスにそぐわない

【フェーズ２B】
戦略法務（規制
不備状況の積極
利用）

「規制不備、すなわち、法の
不備や盲点、さらには行政機
関による運用不備や特異な業
界慣行により生じた事業機
会」を俊敏に捉え、法務上の
知見を戦略的・意識的に活用
することで、競争相手を出し
抜いたり、他業種へ参入した
り、従来の暗黙のルールや商
慣行を打破する事業展開を行
いながら、企業の競争優位を
確立していくようなプラクテ
ィス領域

・“あざとい”法律の活用となるため、ライブド
アや村上ファンドの事例にみられるように、
（法律的非難とは別次元の）社会的非難を誘発
して全体としての企業価値を低下させたり、無
用な敵を増やしてしまい、事業運営における有
形無形の障害・妨害を発生させたり、思わぬリ
スクを生じることがある
・戦略法務を積極的・意欲的に活用する企業は、
社会的な非難・批判をかわすため、戦略の詳細
を秘匿するか、IR等で開示する際も本来の意図
や狙いとは違った表記によって事実上仮装隠蔽
を試みるため、戦略法務の構築・運用の実態
は、極めて把握が困難

③　予防対策フェーズ（フェーズ３）

　（Ⅰ）　予防法務その１・契約法務（契約事故・企業間紛争予防のための法務活動）

（フェーズ３A）

　次に、法務活動の中で、現代型企業法務の中核である予防法務、す

なわち、トラブル予防のための法務活動が挙げられます。

　予防法務は、契約事故・企業間紛争を防ぐための予防活動（契約法

務）と、法令違反を防ぐための予防活動（コンプライアンス法務）とに

分類されます。
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　前者に関しては、契約自由の原則に立脚し、企業の優位を確立する

ため、提案された契約書のリスク・シミュレーションとリスク・コン

トロール（リスクの回避・移転・保有等）を行い（契約書精査）、契約条

件について利己的・功利的に交渉し（交渉法務）、その成果を緻密に

文書化していくこと（契約書作成法務）が活動のポイントとなります。

　（Ⅱ）　予防法務その２・コンプライアンス法務（内部統制システム構築・運

用法務。企業の法令違反行為に起因する不祥事予防のための法務活動）（フ

ェーズ３B）

　そして、前記予防法務の後者、すなわち、内部統制システムを構

築・運用し、法令違反を防ぐための予防活動（コンプライアンス法務）

も、現代の企業法務において極めて重要なオペレーションを構成しま

す。

④　有事対応フェーズ（フェーズ４）

　（Ⅰ）　有事対応その１・民商事争訟法務（契約事故・企業間紛争対応法務）

（フェーズ４A）

　また、古典的ながら、いまだに企業法務活動の中核的な位置を占め

る活動として、トラブル（契約上の事故や、企業の法令違反行為に起因

する不祥事）が発生した場合に対応するための企業法務があります。

　同じく争訟法務であっても、純然たる民事紛争である契約事故・企

業間紛争対応法務では、危機状況や対応方針等が著しく異なりますの

で、本書では、まず、前者を民商事争訟法務（契約事故・企業間紛争

対応法務）として整理します。

　（Ⅱ）　有事対応その２・不祥事等対応法務（企業の法令違反行為に起因する

有事対応法務）（フェーズ４B）

　そして、有事対応法務のうち、企業の法令違反行為に起因する不祥

事の発生等、コンプライアンス法務（内部統制システム構築・運用法務）

にて予防に努めるも、意に反して不祥事が起こってしまった場合にお

ける裁判内外の各種対応（監督行政機関への対応や報道機関対応、被害

者が提起する訴訟対策等）も重要な法務活動を構成します。

　これらは、不祥事等対応法務（企業の法令違反行為に起因する有事対

応法務）として整理されるべきものと考えられます。
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　予防対策フェーズ（フェーズ３）と有事対応フェーズ（フェーズ４）相互間

において、それぞれどういう関係に立つのかを整理すると、下記のようにな

ります。

紛争の
種類

有事の特徴 有事対応のため
の法務活動

予防・抑止のた
めの法務活動

予防における設計
思想・構築運用に
おける考え方

民商事
争訟

発生したとし
ても、企業存
続への影響は
限定的な場合
が多い

【フェーズ４A】
民商事争訟法務
（契約事故・企
業間紛争対応法
務）

⇨

【フェーズ３A】
契約法務（契約
事故・企業間紛
争予防のための
法務活動）

私的自治に基づき
徹頭徹尾、功利性
を追求して差し支
えない

刑事・
行政事
案・大
規模消
費者被
害等の
不祥事

発生そのもの、
あるいは対処
方法を誤るこ
とにより、企
業の存続その
ものが危うく
なる

【フェーズ４B】
不祥事等対応法
務（企業の法令
違反行為に起因
する有事対応法
務）

⇨

【フェーズ３B】
コンプライアン
ス法務（内部統
制システム構
築・運用法務。
企業の法令違反
行為に起因する
不祥事予防のた
めの法務活動）

全てのリスクの洗
い出しとこれらの
発生を抑止しうる
社会科学的仕組
（内部統制）を構築・
整備・運用してお
かないと、行政処
分、株主代表訴
訟、集団訴訟さら
にはマスコミ報道
において厳しい責
任追及を誘発する

　なお、企業によっては、法分野を基準として下記のように整理の上、特定

の専門的法領域を法務部以外のセクションに担当させるケースもあります。

〈法務の一般性・専門性に着目した企業法務活動の整理モデル〉

一般法務（総合法務） 特殊法務（専門法務）

分野

取引法務・
争訟法務

組織法務 関連会社
統括

知的財産 国際取引 労務 開示規制・
財務報告
にかかる
内部統制

内容

国内の各
種契約法
務や争訟
対応

会社法に
基づく組
織運営と
会社法に
基づく内
部統制

子会社や
グループ
企業の統
括（兼務
役員の派
遣）

知的財産
の登録、
管理、譲
渡、ライ
センス、
担 保 設
定、知的
財産権侵
害対応

外国企業
との契約
法務、海
外での争
訟対応

労務・社
内規則管
理全般

金融商品
取引法に
基づく開
示規制、
内部統制

所掌
部署

法務部 知的財産
部

国際事業
部

人事部・
労務部

財務部
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　最後に、各法務活動（法務オペレーション）の分析・整理（Ｂ）のまとめと

して、その概要を総括しておきます。

法務活動のフェーズ
（メインカテゴリー）

法務活動のフェーズ
（サブカテゴリー）

法務活動（法務オペレーション）の概要

【フェーズ１】
アセスメント・環境
整備フェーズ

法令管理
（フェーズ1A）

企業を取り巻く法令環境や規制環境に関
する情報を、収集・分析・整理する法務
活動

文書管理
（フェーズ1B）

議事録その他企業運営上生じる各種法定
文書等を作成し、保管し、運用する法務
活動

【フェーズ２】
経営政策・法務戦略
構築フェーズ

経営サポート法務
（フェーズ2A）

経営戦略、事業戦略、組織戦略（グルー
プ経営戦略）の策定に際し、法務の知見
を反映させることを通じて、経営判断
（ビジネスジャッジメント）の適法性・
合理性を確保する法務活動

戦略法務
（フェーズ2B）

企業が競争に打ち勝つための法務戦略、
すなわち、「従来からの慣行、不文律、
行政指導といった非法律的観点に依拠し
ない、競争優位を導き、事業価値を向上
させるための戦略上の選択肢」を企画
し、立案し、実行する法務活動

【フェーズ３】
予防対策フェーズ

契約法務
（フェーズ3A）

企業間取引の交渉において、交渉優位を
勝ち取る法務活動(契約交渉法務)
契約書作成・締結（その他企業間取引交
渉の成果を文書化する作業）に際し、契
約事故等による損害発生を防止する措置
を講じる法務活動(契約書作成法務)

コンプライアンス法
務
（フェーズ3B）

企業運営において生じうる不祥事その他
の有事発生を防止する措置を講じる法務
活動

【フェーズ４】
有事対応フェーズ

民商事争訟法務
（フェーズ4A）

企業間取引から生じた契約事故その他の
民商事紛争において企業側の権利・利益
を擁護する法務活動

不祥事等対応法務
（フェーズ4B）

企業において不祥事その他の有事が発生
した場合において、拡大しつつある損害
を最小化・軽減化する法務活動
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（4）「非法務活動（疑似法務活動）の概念整理（概念区分）」による 

法務活動の定義外延の明確化（C）

　企業法務の活動を正しく理解し、位置づける上では、倫理、道徳、伝統文

化、環境問題、社会貢献、CSRといった「非法務活動（あるいは疑似法務活

動）」と企業法務の関係性を概念整理（概念区分）し、このような「非法務活

動」を「本来の企業法務活動」に混在させないことが極めて重要です。

　学者や実務家の中には、コンプライアンス法務に企業倫理、環境経営、社

会貢献といった非法律的マターを含めて考える説を唱える方もいますが、筆

者はこの立場に強く反対します。

　憲法22条１項による営業の自由の保障を通じて、わが国は自由主義経済体

制を採用しました。企業は法律で明確に禁止された事項以外について自由な

活動を保障され、競争を通じて産業社会の発展に貢献するものとされます。

　そして、企業法務とは、このような企業の自由な競争活動を支援するため

に、リスクとしての法環境を分析し、科学的・合理的に管理することを行動

の本旨とするものです。

　このような活動哲学を持つべき部署に、広報・IR政策として推進される

べき倫理や道徳の遵守、環境への配慮、社会貢献などを担わせることは、ア

クセルとブレーキを同時に踏ませるがごとき愚行であり、全く不合理で理解

できない行動といえます。

　「道徳や倫理、地球環境への配慮、CO2排出削減といった非法律的要求事

項を遵守するか否か、遵守するとしてどの程度遵守するか」といった非法務

活動（あるいは疑似法務活動）は、これらの遵守が明確な法規範となれば格

別、「契約自由の原則及び営業活動の自由の理念に基づき、営利追求を本質

とする企業活動を最大限支援する」という企業法務活動とは明確に分離すべ

きものです。

　したがって、合理的な企業法務活動を整理構築する上では、これら疑似概

念との関係性を概念整理した上で、意識の点でも、所掌分担の点でも、明確

に除外することが重要となります。

　もちろん、筆者は、ここで「非法務活動（あるいは疑似法務活動）」として

整理分類した、「倫理、道徳、伝統文化、環境問題、社会貢献やCSR 等」に

まつわる企業活動の価値の一切を否定する意図はありません。



28 第1部　企業法務総論

　筆者の意図は、「非法務活動（あるいは疑似法務活動）は企業法務活動とし

て、主体性と責任をもって推進する課題とは別のものである」という認識上

の整理を明確にすべきである、という点にあります。

　「倫理、道徳、伝統文化、環境問題、社会貢献やCSR 等にまつわる企業活

動」も重要ですが、「このような企業活動を推奨することは、社会全体にと

って望ましい結果になるので、規範としては強制されないが、行った方がい

いかもしれない」という程度のものに過ぎません。

　企業の社会貢献に関しても、多くの企業は重篤な誤解をしていますが、企

業の存在目的は営利の追求であり、企業の最大かつ唯一の社会貢献は、効率

的な営利追求と、これを前提とした極力多くの額の納税です。そして、企業

の営利追求の結果として行われた納税により、健全な財政基盤を確保した国

家が、倫理、道徳、伝統文化、環境問題、社会貢献といった事柄の増進や解

決を担う姿こそが本来のあり方といえます。

　いずれにせよ、「非法務活動の概念整理による法務活動外延の明確化」と

いうテーマは、企業法務活動としての本質を見失わないためにも必要不可欠

な事柄です。

　こういう概念整理をおろそかにしながら、企業法務を担う部署に「法の許

す範囲で徹底的に営利を追求しろ。ただ、倫理や地球環境、社会貢献、伝統

文化も考えろ」などといった不合理な指示を与えても混乱を招くだけであ

り、このような愚行は避けるべきと考えます。
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トップマネジメント（代表取締役・代表執行役等）：企業法務における役割等

トップマネジメント直属の法務関連諮問機関
（コンプライアンス委員会等）：役割と活動

監視・監督機関（取締役会・監査役会等）：役割と権能

法務責任者（法務マネージャー）：資質と役割

法務スタッフ：役割と活動等

顧問弁護士（契約法律事務所）：種類、報酬、使い方等

企業法務に関係する企業内協働部門：種類・役割

外部関係機関：種類・役割

企業を取り巻く法令環境や規制環境に関する情報
を、収集・分析・整理する法務活動

議事録その他企業運営上生じる各種法定文書等
を作成し、保管し、運用する法務活動

経営戦略、事業戦略、組織戦略（グループ経営
戦略）の策定に際し、法務の知見を反映させる
ことを通じて、経営判断（ビジネスジャッジメント）
の適法性・合理性を確保する法務活動

企業が競争に打ち勝つための法務戦略、すなわ
ち、「従来からの慣行、不文律、行政指導といっ
た非法律的観点に依拠しない、競争優位を導き、
事業価値を向上させるための戦略上の選択肢」
を企画し、立案し、実行する法務活動

企業間取引の交渉において、交渉優位を勝ち取
る法務活動（契約交渉法務）、及び、契約書作成・
締結（その他企業間取引交渉の成果を文書化す
る作業）に際し、契約事故等による損害発生を防
止する措置を講じる法務活動（契約書作成法務）

企業運営において生じうる不祥事その他の有事
発生を防止する措置（内部統制）を講じる法務
活動

企業間取引から生じた契約事故その他の民商事
紛争において企業側の権利・利益を擁護する法
務活動

企業において不祥事その他の有事状況が発生し
た場合において、拡大しつつある損害を最小化・
軽減化する法務活動

企業倫理・環境経営・CSR（広報・IR政策として推進されるべき事項）などの疑
似法務概念と企業法務とを峻別し、本来的な企業法務活動の外延を明確にするこ
とを通じて、企業法務セクションを本来の役割と責任に注力させる。

組織面（ハードウェア設計）

活動面（オペレーション）

非法務活動との区別（バグの分離）

企
業
法
務
活
動
の
整
理
・
体
系
化

1A：法令管理

1B：文書管理

2A：経営サポート
法務

2B：戦略法務

3A：契約法務

3B：コンプライア
ンス法務（内
部統制シス
テム 構 築・
運用法務）

4A：民商事争訟
法務

4B：不祥事等対
応法務

【フェーズ１】
アセスメント・
環境整備フ
ェーズ

【フェーズ２】
経営政策・法
務戦略構築
フェーズ

【フェーズ３】
予防対策 
フェーズ

【フェーズ４】
有事対応
フェーズ
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